
緊急事態宣言に伴う、閉所期間のお知らせ
新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から、国の緊急事態宣言

及び東京都の緊急事態措置の発出に伴い、地域生活支援センターそ

らは4月7日（火）より閉所となっております。

閉所期間は緊急事態宣言期間中の5月6日（水）迄となっておりま

す。但し、感染拡大に終息が見られない場合は閉所期間も延長する

場合もあります。最新情報はホームページをご確認ください。

利用者の皆様にはご不便、ご迷惑をおかけいたしますが、皆様の

健康と安全に配慮した結果の判断となっております。

なにとぞ、ご理解ご協力の程、お願いします。また、不要不急の

外出は控え、ご自宅で過ごしください。

≪ 閉 所 期 間 ≫

2020年4月7日（火） ～ 2020年5月6日（水）


